
広報よもぎた

開催日：令和３年９月５日（日）
場所：新青森県総合運動公園
区間と距離：９区間　約 26.1 ㎞
募集：高校生以上の男女
出場資格：村内在住の方
　　　　　蓬田中学校を卒業した方
　　　　　勤務地が村内の方
募集締切：６月 30 日（水）

我こそは！挑戦したい！という方か
らのご連絡をお待ちしております。

▼申込み・問い合わせ　
　蓬田村教育委員会　☎ 31-3111

県民駅伝ランナー募集
タスキを繋いでみませんか？
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　蓬田村役場で保管している昭和 36 年以降の広報紙約
340 号分を、貴重な歴史資料としてデジタル化（電子化）
し、村ホームページから閲覧できるようになりました。
インターネットが利用できる環境であれば、自宅等から
どなたでも閲覧できます。非対面で３密（密集・密接・
密閉）を回避しながら、広報紙の閲覧ができますので、
ご活用ください。
※この事業は、新型コロナウイルス感染症対応地方創生
　臨時交付金を活用しています。

【蓬田村ホームページ　http://www.vill.yomogita.lg.jp】
○閲覧したい掲載内容のキーワードを入力して検索する
　か、閲覧したい広報紙の発行年を選択してください。
○長期保存による劣化でシミやシワが目立ち、読みづら
　い部分もありますが、ご了承ください。
○欠号もあります。

▼問い合わせ
　総務課　企画財政班　☎ 27-2111（内線 523）

昔の広報紙をホームページで閲覧できるようになりました

わくわくドキドキ１年生！
　４月７日（水）、蓬田小学校で入学式が行われました。期待と緊
張が入り混じる表情の新１年生は、教室に戻ると担任の先生の話
をしっかりと聞き、立派な態度で学校生活をスタートさせました。

新しい「はまなす号」が村内を走っています
感染予防対策を施しています！

　新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金を活用し、
車椅子での乗降が可能なリフトバス「はまなす号」を、感染予
防対策を施した車両に買い換えました。きれいな青色の車両で、
毎週火曜日に開催している障害者訓練教室などの送迎に使用し
ています。車内の天井には、空気をきれいに保つプラズマクラ
スターが搭載されたほか、全席に飛沫防止のための座席仕切り
板（アクリル板）が設置されました。また、運転席後部には飛
　　　　　　　　　　　　　　沫防止シート、乗降口に手指用
　　　　　　　　　　　　　　消毒液を設置し、感染予防対策
　　　　　　　　　　　　　　をより万全にしました。

プラズマクラスター



広報よもぎた　　広報よもぎた １２

　村の出来事

奥津軽いまべつ駅開業５周年記念イベント

　北海道新幹線奥津軽いまべつ駅で、開業５周年記念イ
ベントが開催されました。新幹線へのお手振りや荒馬披
露の他、地元出店や県内のキッチンカーが大集合し、多
くの人で賑わいました。当村からは、ご当地キャラ盛り
上げ隊としてヨモットくんが参加し、イベントを盛り上
げました。

ご当地キャラが盛り上げる３
　28／

▲ハイタッチや握手で多くの子どもたちと触れ合いました

ホタテガイ養殖残渣堆肥を無償配布

　４ 月１日から９日までの間、ホタテガイ養殖残渣堆肥
化処理施設で堆肥の無償配布が行われました。初日は、
配布開始の午前 10時から、リピーターの方や初めての方
など多くの方が施設を訪れていました。施設を訪れた方々
に話を聞くと、「花を植えるのに毎年使用している」「家
庭菜園に使いたい」などと話していました。

良質な堆肥を畑へ４
　１／

▲「畑に使用したい」と持参した袋に堆肥を詰める方々

祝・入園入学

　４月 13 日（火）、令和元年に連携協定を締結した弘前大学との
共同研究報告会が行われました。久慈村長が出席し、前田教授より
残渣堆肥を活用した玉ねぎの栽培調査研究について、内山教授より
地域産業の高度化を図る調査研究について令和 2年度の報告を受
けました。
※新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、村民を対象とした報
　告会は中止としましたが、報告書について希望がある方は、産業
　振興課までご連絡ください。

令和２年度弘前大学との共同研究報告が行われました

▲前田教授による報告の様子

蓬田保育園入園式
　園児数　53人
　うち新入園児　６人（男子２人・女子４人）

４
　１／

蓬田小学校入学式
　児童数　121 人
　うち新入生　18人（男子 10人・女子 ８人）

４
　７／

蓬田中学校入学式
　生徒数　62人
　うち新入生　17人（男子７人・女子 10 人）　

４
　７／

蓬田村消防団の新体制を紹介します
　令和３年４月１日から村消防団の新体制が
スタートしましたので、お知らせします。
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蓬　田　村　行　政　組　織　図

  

役場庁舎の建設及び管理など

令和３年度の各所属別の職員配置と新採用・人事交流職員を紹介します。 令和３年度蓬田村行政組織図

４ ３

新  採  用  職  員  紹  介 　令和３年 4月 1日付で新採用になった職員２名を
紹介します。これからよろしくお願いします。　

総　務　課
・行政班
　行政、消防防災、防犯、交通安全など

・企画財政班
　企画、地域振興、広報広聴、村民祭、予算編成など

・管理班
　役場庁舎の建設及び管理など

税　務　課　　（直通　☎ 27-2114）
　村税等の賦課徴収、税務諸証明の発行など

住　民　課　　（直通　☎ 27-2112）
　国民健康保険、介護保険、後期高齢者医療、戸籍、
　住民基本台帳、消費者行政など

健康福祉課　　（直通　☎ 27-2113）
　乳幼児・児童及び母子福祉、老人福祉、障害福祉、
　生活保護、公衆・環境衛生、各種健診など

建　設　課　　（直通　☎ 31-0075）
　道路、河川、海岸、公園、除排雪、簡易水道、村営
　住宅など

産業振興課　　（直通　☎ 27-2115）
　農業、畜産業、林業、水産業、商工観光など

教　育　課
　社会教育、生涯学習、中央公民館等の施設の管理運
　営、小・中学校・給食センターの管理運営など

出　納　室
　村税等の収納、公金の管理、歳入歳出の管理など

議会事務局
　議会事務、議会だよりの発行など

選挙管理委員会事務局
　選挙人名簿の作成、各種選挙の実施など

農業委員会
　農業委員会の事務など

○産業振興課　産業班
○青森市出身
○趣味　スポーツ観戦
　村民の方々の役に立てるように
なるため、より多くの仕事を一日
でも早く覚えられるように努めて
参ります。どうぞよろしくお願い
します。花

は な だ

田　拓
た く と

仁

○教育課　社会教育班
○平内町出身
○趣味　バスケットボール
　はじめまして。新採用の坂尻拓
未です。若さを活かして何事にも
全力で取り組みたいです。ご迷惑
をおかけすることもあるかと思い
ますが、よろしくお願いします。坂

さかじり

尻　拓
た く み

未

各  課  の  業  務  内  容

　　　蓬田村教育委員会
〒 030‐1203
青森県東津軽郡蓬田村大字郷沢字浜田 136-76
  ☎ 0174‐31‐3111　FAX  0174‐31‐3112

　　　蓬田村役場
〒 030‐1211
青森県東津軽郡蓬田村大字蓬田字汐越 1‐3
  ☎ 0174‐27‐2111　FAX  0174‐27‐3255

人  事  交  流  職  員  紹  介 ○税務課　税政班
○青森市出身
○趣味　読書
　青森市から人事交流で赴任しま
した鳴海と申します。青森市での
これまでの経験を生かし、精一杯
日々の業務に励みたいと思います
ので、よろしくお願いします。鳴

な る み

海 　尚
しょうへい

平

　人事交流で青森市から派遣された職員を紹介しま
す。期間は令和３年 4月 1日から令和４年３月 31
日までです。よろしくお願いします。　
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　　　･･･ ふるさと総合センター
　　　･･･ 蓬田村役場
　　　･･･ トレーニングセンター
　　　･･･ 蓬田診療所
　　　･･･ よもぎ温泉
　　　･･･ 蓬生園

日 月 火 水 木 金 土

１

２ ３ ４ ５ ６ ７ ８

16

23

10 11 12 13 14 15

17 18 19 20 21 22

24 25 26

燃えるごみ（40 ～ 60cm）
缶・ペットボトル・ビン

北
南 燃えるごみ（40cm未満）南

燃えるごみ（40cm未満） 燃えないごみ北
燃えるごみ（40cm未満）

北
南

燃えるごみ（40cm未満）
燃えないごみ

北
南 燃えるごみ（40 ～ 60cm）南

燃えるごみ（40cm未満） 缶・ペットボトル・ビン北
燃えるごみ（40cm未満）

北
南

燃えるごみ（40cm未満）
缶・ペットボトル・ビン

北
南 燃えるごみ（40cm未満）南

燃えるごみ（40cm未満）
燃えないごみ

北 燃えるごみ（40cm未満）
北
南

北 南 古紙類

北 南 特殊なごみ
（電球・蛍光灯・乾電池など）

５
2021

月

６ ５

総合カレンダー

　

◆障害者訓練教室　

◆障害者訓練教室　

◆障害者訓練教室　

◆いきいきなどわどサロン
◆子育て相談 10:00~12:00
◆子育てサークル

◆いきいきなどわどサロン
◆子育てサークル

◆いきいきなどわどサロン
◆子育てサークル

　

◆一般高齢者教室

ふ

ふ

ふ

ふ

◆一般高齢者教室 よ

◆一般高齢者教室 よ

よ

◆一般高齢者教室 よ

◆一般高齢者教室
　

よ

◆一般高齢者教室 よ

ふ

ふ

ふ
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燃えるごみ（40cm未満）
燃えないごみ

北
南

○ごみ収集日
　　　･･･ 蓬田・宮本・郷沢・瀬辺地・広瀬・高根
　　　･･･ 中沢・長科・阿弥陀川・ぐっと町会

※ごみは収集日当日の朝 6:30 までに出してください。
※粗大ごみは収集場所に出さないでください。
▶問い合わせ　健康福祉課　☎ 27-2113（内線 401）

　　　･･･ 蓬田・宮本・郷沢・瀬辺地・広瀬・高根北
　　　･･南

○一般高齢者教室
　（毎週月曜日・金曜日
　　　　　　10:00~14:00）
　対象は 65 歳以上で、送迎バス
有。詳細はお問い合わせください。
▶問い合わせ　住民課
　☎ 27-2112（内線 302）

○行事開催場所
　　　･･･ ふるさと総合センター　　　･･･ ふるさと総合センターふ
　　　･･･ 蓬田村役場　　　･･･ 蓬田村役場役
　　　･･･ トレーニングセンター　　　･･･ トレーニングセンタート
　　　･･･ 蓬田診療所　　　･･･ 蓬田診療所診
　　　･･･ よもぎ温泉　　　･･･ よもぎ温泉よ
　　　･･･ 蓬生園　　　･･･ 蓬生園蓬

○障害者訓練教室（毎週火曜日）
　※第３火曜日は理学療法士が来ます
　障害者手帳をお持ちでバス停まで通える方
が対象です。送迎バス有。時間等の詳細はお
問い合わせください。
▶問い合わせ　
　健康福祉課　☎ 27-2113（内線 404､405）

○いきいきなどわどサロン
　（毎週木曜日　10:00~14:00）
　65 歳以上のシニア世代を中心にどなたで
も利用できます。各自で会場へお越しくだ
さい。詳細はお問い合わせください。
▶問い合わせ　
　住民課　☎ 27-2112（内線 302）

◆いきいきなどわどサロン
◆子育てサークル
◆こころのサロン
　

９

28

燃えるごみ（40cm未満）南

○　憲法記念日

◆一般高齢者教室 よ
ふ

ふ

戸 籍 の 窓 口

区分 人口 前月比
総人口 2,677 　－  ５
男 1,296 　－  ７
女 1,381 　＋  ２

世帯数 1,145 　＋  ５

　　　　　【 3 月受付分】（敬称略）　　　

　    ■お誕生おめでとうございます

　　  泉　　璃
り ん

音　 （ 　　    （中　　沢）
                  　　      　女の子

　　 ■ご冥福をお祈りします

　　 青木長右ヱ門　92歳   （阿弥陀川）

　　 横内　勝義　　83歳   （阿弥陀川）

 　　髙田　重雄　　81歳   （郷　　沢）

　　 ■蓬田村の人口（3月 31 日現在）

知憲
悠衣29

◆一般高齢者教室
◆固定資産税第 1期の納期限

30

○　みどりの日 ○　こどもの日

◆３歳児健診　12:45~
◆英会話教室　18:00~

クレアの英会話教室
次回は５月 19日（水）
　　時間：午後６時～
　　場所：ふるさと
　　　　　　総合センター
　　　　　☎ 31‐3111

Let's enjoy English ♪

ふ

燃えるごみ（40cm未満）北 缶・ペットボトル・ビン北
燃えるごみ（40cm未満）南

ふ

ふ

ふ

ふ

イベント等は中止・延期となる可能性があります。

31
燃えるごみ（40cm未満）北

※予定は変更されることが
　ありますので、確認をお
　願いします。

よ

ふ
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お知らせ こんにちは！保健師です

８ ７

　

 

今
月
の
テ
ー
マ

一歩踏み出す禁煙ライフ！　
５月 31日は世界禁煙デー・５月 31日～６月６日は禁煙週間

　

蓬田村空家等解体費補助金制度のお知らせ

　老朽化等により周辺の生活環境の保全に影響を及
ぼしている空家等を解体する方に対して、工事費用
の一部（最大 30万円）を補助します。

　補助金の交付の対象は、次の１～６すべてに該当
する建築物またはこれに附属する工作物とします。
１．１年以上使用されていないものであること。
２．不動産登記法（平成 16年法律第 123 号）の規
　　定による建物の表示に関する登記がなされてい
　　ること。
３．個人が所有するものであり、不動産業者等が営
　　利目的で所有している物件ではないこと。
４．所有権以外の権利が設定されていないものであ
　　ること。
５．公共事業等による移転、建替え等の補償の対象
　　となっていないものであること。
６．特定空家等または別表に定める基準を満たす空
　　家等であること。

　補助金の交付を受けることができる方は、次の１
～３すべてに該当するものとします。
１．補助対象空家等の所有者又はその相続人である
　　こと。

２．申請時において、村税等を滞納していないこと。
　　この場合において、２人以上で共有する補助対
　　象空家等であるときは、当該共有者全員が村税
　　等を滞納していないこと。
３．所有者等が蓬田村暴力団排除措置要綱に規定す
　　る暴力団員等でないこと。

　補助金の交付の対象となる工事は、建設業法の許
可または建設工事に係る資材の再資源化等に関する
法律の登録を受けた業者が行う補助対象空家等の解
体工事とします。
　ただし、次のいずれかに該当する工事は除きます。
１．補助金の交付を決定する前に着手した工事
２．補助対象空家等の一部を解体する工事
３．他の制度による補助金等の交付を受けようとす
　　る工事
４．申請した日の属する年度の末日までに補助金の
　　請求ができない工事
５．その他村長が補助の対象として適当でないと認
　　める工事

　
　役場　総務課　行政班　☎ 27-2111

　補助対象空家等

　補助対象者

　補助対象工事

　問い合わせ
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ま

し
ょ
う
。

　

喫
煙
は
が
ん
を
は
じ
め
、
脳
卒
中

や
虚
血
性
心
疾
患
等
の
循
環
器
疾

患
、
慢
性
閉
塞
性
肺
疾
患
（
Ｃ
Ｏ
Ｐ

Ｄ
）※
１
や
結
核
等
の
呼
吸
器
疾
患
、

２
型
糖
尿
病
、
歯
周
病
等
、
多
く
の

病
気
と
関
係
し
て
お
り
、
予
防
で
き

る
最
大
の
死
亡
原
因
で
す
。
ま
た
、

喫
煙
を
始
め
る
年
齢
が
若
い
ほ
ど
、

が
ん
や
循
環
器
疾
患
の
リ
ス
ク
を
高

め
る
だ
け
で
な
く
、
総
死
亡
率
が
高

く
な
り
ま
す
。

※
１　

主
に
長
年
の
喫
煙
習
慣
が
原

　

因
で
発
症
し
、
呼
吸
機
能
が
低
下

　

し
て
い
く
肺
の
病
気
。
進
行
す
る

　

と
在
宅
酸
素
療
法
が
必
要
と
な
る

　

事
も
あ
る
。

　

た
ば
こ
か
ら
立
ち
昇
る
煙
や
喫
煙

者
が
は
き
出
す
煙
に
も
、
ニ
コ
チ
ン

や
タ
ー
ル
は
も
ち
ろ
ん
多
く
の
有
害

物
質
が
含
ま
れ
て
い
る
た
め
、
本
人

は
喫
煙
し
な
く
て
も
身
の
回
り
の
た

ば
こ
の
煙
を
吸
わ
さ
れ
て
し
ま
う
こ

と
を
受
動
喫
煙
と
い
い
ま
す
。
受
動

喫
煙
と
の
関
連
が
「
確
実
」
と
判
定

さ
れ
た
肺
が
ん
、
虚
血
性
心
疾
患
、

脳
卒
中
、乳
幼
児
突
然
死
症
候
群（
Ｓ

Ｉ
Ｄ
Ｓ
）
※
２
の
４
疾
患
に
つ
い
て

は
、
国
内
で
年
間
約
１
万
５
千
人
が

受
動
喫
煙
で
死
亡
し
て
い
ま
す
。

※
２　

何
の
予
兆
や
既
往
歴
も
な
く

　

乳
幼
児
が
死
に
至
る
、
原
因
の
わ

　

か
ら
な
い
病
気
。
た
ば
こ
は
発
生

　

の
危
険
因
子
と
な
っ
て
い
る
。

　

女
性
の
喫
煙
は
、
妊
娠
す
る
能
力

の
低
下
・
早
期
破
水
・
前
置
胎
盤
・

胎
盤
異
常
・
早
産
や
妊
娠
期
間
の
短

縮
・
胎
児
の
成
長
が
制
限
さ
れ
た
り

低
出
生
体
重
の
原
因
と
な
り
ま
す
。

○
禁
煙
の
具
体
的
な
目
的
を
考
え
る

○
ス
タ
ー
ト
し
や
す
い
時
期
を
決
め

　

る

〈
喫
煙
者
本
人
〉

健
康
保
険
が
適
応
さ
れ
、
飲
み
薬
等

の
処
方
や
カ
ウ
ン
セ
リ
ン
グ
を
併
用

し
た
禁
煙
治
療
が
受
け
ら
れ
ま
す
。

注
意
！

　

加
熱
式
た
ば
こ
は
紙
巻
き
た
ば
こ

に
比
べ
て
有
害
物
質
が
少
な
い
と
謳

わ
れ
て
い
ま
す
が
、
発
が
ん
性
物
質

を
は
じ
め
多
く
の
有
害
成
分
が
含
ま

れ
て
い
る
た
め
、
紙
巻
き
た
ば
こ
か

ら
加
熱
式
た
ば
こ
に
変
更
し
て
も

「
禁
煙
で
き
た
」
と
い
う
こ
と
に
は

な
り
ま
せ
ん
。

　

禁
煙
を
成
功
さ
せ
た
人
の
多
く

は
、
失
敗
も
経
験
し
て
い
ま
す
。
ま

ず
は
禁
煙
に
た
い
す
る
チ
ャ
レ
ン
ジ

精
神
を
自
分
自
身
で
も
認
め
な
が

ら
、
ポ
ジ
テ
ィ
ブ
に
行
動
し
て
禁
煙

を
成
功
さ
せ
ま
し
ょ
う
！

〈
喫
煙
者
の
周
囲
の
人
〉　

○
禁
煙
ア
プ
リ
を
使
う

○
周
囲
に
禁
煙
宣
言
を
す
る

○
禁
煙
仲
間
を
探
す　

○
喫
煙
用
品
を
す
べ
て
処
分
す
る

○
吸
い
た
く
な
っ
た
ら
気
分
を
紛
ら

　

わ
す
（
歯
磨
き
、
ガ
ム
、
冷
た
い

　

水
や
熱
い
お
茶
を
飲
む
等
）

○
た
ば
こ
が
吸
い
た
く
な
る
場
所
や

　

場
面
を
避
け
る　

○
禁
煙
し
た
い
一
番
の
理
由
を
思
い

　

出
す

※
ニ
コ
チ
ン
切
れ
の
症
状
は
最
初
の

　

２
〜
３
日
が
最
も
重
く
、
２
〜
３

　

週
間
で
ほ
ぼ
な
く
な
る
た
め
、
こ

　

の
ピ
ー
ク
を
乗
り

　

切
り
ま
し
ょ
う
。　

　

禁
煙
が
難
し
い
の
は
心
理
的
・
身

体
的
依
存
が
複
雑
に
絡
み
合
う
「
ニ

コ
チ
ン
依
存
症
」
の
た
め
で
す
。
つ

ら
い
と
思
わ
れ
る
禁
煙
も
禁
煙
補
助

剤
を
用
い
る
こ
と
で
、
ニ
コ
チ
ン
切

れ
の
症
状
を
緩
和
で
き
る
よ
う
に
な

り
ま
す
。
禁
煙
補
助
剤
は
一
般
医
療

用
医
薬
品
と
し
て
ニ
コ
チ
ン
ガ
ム
と

ニ
コ
チ
ン
パ
ッ
チ
が
薬
局
薬
店
で
市

販
さ
れ
て
い
ま
す
し
、
禁
煙
外
来
は

〈
妊
娠
出
産
〉　

〈
今
す
ぐ
役
立
つ

　
　
　
　
禁
煙
ポ
イ
ン
ト
〉

「
や
め
た
く
て
も

や
め
ら
れ
な
い
」
と
き
は

禁
煙
治
療
等
の
検
討
を

　 〈
禁
煙
の
メ
リ
ッ
ト
〉

○
様
々
な
病
気
を
予
防
で
き
る

○
お
金
の
節
約

○
肌
の
老
化
、
薄
毛
の
防
止

○
時
間
の
節
約

○
免
疫
力
が
ア
ッ
プ

○
長
時
間
禁
煙
の

　
ス
ト
レ
ス
が
軽
減

○
火
災
リ
ス
ク
防
止
　

総務省からのお知らせ
　６月１日～ 10 日は「電波利用環境保護周
知啓発強化期間」です。
　電波は航空機や船舶、警察、消防、救急用
など、私たちの生活の安心・安全の確保に使
われています。
　不法電波は、こんな大切な通信を妨害して
私たちの生活や、人命の安全を脅かします。

電波の混信・妨害についてのお問い合わせは
〒 980-8795　仙台市青葉区本町 3-2-23
　総務省　東北総合通信局　相談窓口
　☎　022-221-0641
　http://www.soumu.go.jp/soutsu/tohoku

健やか協力隊員養成研修
■日時　７月 15 日（木）午前９時～正午
■場所　リンクステーションホール青森
■内容　健康講義・健康測定機器測定演習
■対象　健康づくりに関心があり、健康測定を学びたい方、
　　　　測定のお手伝いをお考えの方
■定員　50 名　　　■受講料　無料

▶申込み・問い合わせ
　開催日２週間前までに、氏名・年齢・住所・勤務先名・
電話番号・FAX 番号を FAX または Eメール、郵送で
青森県医師会健やか力推進センターへ
　（〒 030-0801　青森市新町 2-8-21　青森県医師会館６F）
　☎ 017-763-5590　FAX017-763-5591



広報よもぎた　　広報よもぎた

個
人
住
民
税
の

　
特
別
徴
収
の
推
進

　

所
得
税
の
源
泉
徴
収
義
務
が

あ
る
事
業
主
の
方
は
、
地
方
税

法
の
規
定
に
よ
り
「
個
人
住
民

税
の
特
別
徴
収
」
を
行
う
こ
と

が
義
務
付
け
ら
れ
て
い
ま
す
。

　

特
別
徴
収
の
取
組
全
般
は
左

記
へ
、
手
続
き
等
は
従
業
員
の

住
所
地
の
市
町
村
へ
お
問
い
合

わ
せ
く
だ
さ
い
。

　

個
人
住
民
税
の
特
別
徴
収
と

は
、
事
業
主
（
給
与
支
払
者
）

が
所
得
税
の
源
泉
徴
収
と
同
じ

よ
う
に
、
従
業
員
（
納
税
義
務

者
）
に
代
わ
り
、
毎
月
従
業
員

に
支
払
う
給
与
か
ら
個
人
住
民

税
を
引
き
去
り
（
給
与
天
引
き

し
）、
納
入
す
る
制
度
で
す
。

▼
問
い
合
わ
せ　

東
青
地
域
県

民
局
県
税
部　

納
税
管
理
課

☎
０
１
７
‐
７
３
４
‐
９
９
７
５

　　

労
働
保
険
の
年
度
更
新
手
続

き
を
行
っ
て
い
た
だ
く
時
期
と

な
り
ま
し
た
。
申
告
書
の
提
出

　

公
益
財
団
法
人
み
ち
の
く
・

ふ
る
さ
と
貢
献
基
金
で
は
、
県

内
に
お
け
る
個
人
、
団
体
、
Ｎ

Ｐ
Ｏ
法
人
、
企
業
等
が
地
域
の

発
展
、
地
域
貢
献
に
資
す
る
た

め
に
地
域
資
源
を
活
用
・
創
造

す
る
活
動
や
、
健
康
増
進
、
医

療
、
福
祉
、
環
境
に
関
連
す
る

活
動
に
対
し
、
必
要
な
費
用
を

助
成
し
ま
す
。

■
募
集
期
限
　
６
月
30
日（
水
）

■
応
募
方
法　

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

（http://w
w
w
.m
ichinoku-

furusato.or.jp

）
か
ら
申
請
書

を
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
し
、
必
要
事

項
を
記
入
し
て
財
団
事
務
局
へ

送
付
し
て
く
だ
さ
い
。

■
助
成
金　

必
要
費
用
以
内

で
、
１
０
０
万
円
を
限
度

▼
問
い
合
わ
せ
　

公
益
財
団
法
人
み
ち
の
く
・
ふ

る
さ
と
貢
献
基
金　

事
務
局　

☎
０
１
７
‐
７
７
４
‐
１
１
７
９

「
み
ち
の
く
・
ふ
る
さ

と
貢
献
基
金
」
助
成

事
業
募
集

１０ ９

 

お
知
ら
せ

お知らせInformation

後期高齢者医療被保険者のみなさまへ
■令和３年度保険料の軽減措置について
　保険料は、均等割額（被保険者全員が納める額）と所得割額（所得に応じて納める額）の合計ですが、次
の方は保険料が軽減されます。

（１）所得が低い方の軽減
　同一世帯内の被保険者及び世帯主の所得額の合計に応じて、均等割額が軽減されますが、次のとおり変わ
りました。

（２）被用者保険の被扶養者であった方の軽減
　・均等割額が５割軽減されます（資格取得後２年間）。※世帯所得が低い方は、７割軽減が受けられます。
　・所得割額の負担が免除されます。

　令和３年度保険料額は、７月に通知します。

■交通事故にあったとき
　交通事故や暴力等、第三者 ( 自分以外の人 ) の行為によって負傷され、被保険者証を使って治療を受ける
ときは、必ずお住まいの市町村へ届出してください。また、自損事故や、業務中の事故で労災が適用されな
い場合も届出が必要です。届出がないと被保険者証を使えないことがあります。

▼問い合わせ　
　青森県後期高齢者医療広域連合　☎ 017-721-3821　または　役場　住民課　☎ 27-2112（内線 304）

■
場
所
　
青
森
県
労
働
委
員
会

（
東
奥
日
報
新
町
ビ
ル
４
階
）

■
対
象
　
県
内
の
労
働
者
・
事

業
主

※
利
用
料
無
料
、
秘
密
厳
守

※
随
時
受
付
（
予
約
優
先
）

▼
問
い
合
わ
せ

青
森
県
労
働
委
員
会
事
務
局

☎
０
１
７
‐
７
３
４
‐
９
８
３
２

■
種
目
　
①
一
般
曹
候
補
生

②
自
衛
官
候
補
生

■
概
要
　
①
基
幹
要
因
で
あ
る

曹
を
養
成
／
②
２
年
ま
た
は
３

年
の
任
期
制
隊
員

■
応
募
資
格　
（
男
子
・
女
子
）

①
②
18
歳
以
上
33
歳
未
満
の
者

■
受
付
期
間
　

①
５
月
11
日
（
火
）
ま
で

②
５
月
中
旬
ま
で

■
試
験
日
及
び
試
験
会
場　

①
５
月
22
日
（
土
）
観
光
物
産

館
ア
ス
パ
ム
／
②
６
月
26
日

（
土
）
ま
た
は
27
日
（
日
）
内

１
日
青
森
駐
屯
地

▼
問
い
合
わ
せ
　

自
衛
隊
青
森
地
方
協
力
本
部
青

森
募
集
案
内
所

☎
０
１
７
‐
７
８
３
‐
２
９
９
５

行
っ
て
く
だ
さ
い
。

【
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
申
込
受
付

期
間
】
６
月
21
日
（
月
）
午
前

９
時
か
ら
６
月
30
日
（
水
）

【
第
１
次
試
験
】９
月
５
日（
日
）

　

な
お
、
申
込
方
法
や
受
験
資

格
等
の
詳
し
い
内
容
に
つ
い
て

は
、
人
事
院
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
ま

た
は
左
記
に
お
問
い
合
わ
せ
く

だ
さ
い
。

▼
問
い
合
わ
せ　
人
事
院
東
北

事
務
局　

第
二
課　

試
験
係　

☎
０
２
２
‐
２
２
１
‐
２
０
２
２

　

労
働
者
と
事
業
主
と
の
間
に

生
じ
た
労
働
問
題
（
解
雇
・
賃

金
引
き
下
げ
・
長
時
間
労
働
・

パ
ワ
ハ
ラ
な
ど
）
に
つ
い
て
、

青
森
県
労
働
委
員
会
委
員
が
相

談
に
応
じ
ま
す
。

■
日
時
　
①
５
月
11
日
（
火
）

②
５
月
16
日
（
日
）
／
③
６
月

８
日（
火
）／
④
６
月
20
日（
日
）

⑤
７
月
6
日
（
火
）
／
⑥
７
月

18
日
（
日
）

①
③
⑤
午
後
１
時
30
分
〜
午
後

３
時
30
分

②
④
⑥
午
前
10
時
30
分
〜
午
後

12
時
30
分

労
働
保
険
の
年
度
更

新
手
続
き
に
つ
い
て

と
保
険
料
等
の
納
付
は
、
６
月

１
日（
火
）か
ら
７
月
12
日（
月
）

ま
で
で
す
。
お
早
め
の
手
続
き

を
お
願
い
し
ま
す
。

　

な
お
、
申
告
手
続
き
は
窓
口

及
び
郵
送
に
よ
る
ほ
か
、
イ
ン

タ
ー
ネ
ッ
ト
か
ら
の
電
子
申
請

が
便
利
で
人
と
の
接
触
も
な
く

安
全
で
す
。

　

ま
た
、
納
付
に
つ
い
て
も

口
座
振
替
の
利
用
が
便
利
で

安
全
で
す
。
詳
し
く
は
、
厚

生
労
働
省
Ｈ
Ｐ
（https://
w
w
w
/m
hlw
.go.jp/index.

htm
l

）、
青
森
県
労
働
局
Ｈ
Ｐ

（https://jsite.m
hlw
.go.jp/

aom
oriroudoukyoku/

hom
e.htm

l

）
を
検
索
い
た
だ

く
か
、
お
近
く
の
労
働
基
準
監

督
署
又
は
青
森
労
働
局
総
務
部

労
働
保
険
徴
収
室
（
☎
０
１
７

‐
７
３
４
‐
４
１
４
５
）
に
問

い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

　

人
事
院
で
は
、
国
家
公
務
員

採
用
一
般
職
試
験
（
高
卒
者
試

験
）
を
実
施
し
ま
す
。
申
込
み

は
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
に
よ
り

自
衛
官
募
集

国
家
公
務
員
採
用

　
試
験
の
お
知
ら
せ

労
働
委
員
会
に
よ
る

　
　
　
労
働
相
談
会

イベント等は中止・延期となる可能性があります。

令和３年度

世帯の所得額の合計 軽減割合

43 万円＋ 10万円× ( 給与所得者等
※の数－１) 以下 　7割 　

43 万円＋ (28.5 万円×被保険者数 )
＋ 10 万円× ( 給与所得者等※の
数－ 1）以下

　5割　

43 万円＋ (52 万円×被保険者数 )
＋ 10 万円× ( 給与所得者等※の
数－１) 以下

　2割　

※給与所得者等（給与所得者等が２人以上いる世帯に適用）
　○一定の給与所得者
　　給与等収入金額が 55万円を超える者
　○一定の公的年金等の支給を受ける者
　　（65歳未満）公的年金等収入金額が 60万円を超える者
　　（65歳以上）公的年金等収入金額が 125 万円を超える者

行政相談をご利用ください
　総務省は、令和３年４月１日付けで、本村の行政相談委員に武井昭夫氏を委嘱しました。
　住民の皆さんが毎日の暮らしの中で、行政の仕事についての苦情や意見・要望
などがあったとき、身近な相談相手になるのが行政相談委員です。

　○苦情を直接申し出にくい
　○どこへ申し出たらよいのかわからない
　○苦情を申し出たがその措置に納得できないなど
　相談は無料で秘密は厳守しますので、お気軽にご利用ください。

■相談委員　武井　昭夫　氏　（蓬田字汐越 33-2）☎ 27-2064

総務省は、令和３年４月１日付けで、本村の行政相談委員に武井昭夫氏を委嘱しました。


